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外
務
省
の
特
権
意
識
並
び
に
行
財
政
改
革
に
対
す
る
認
識
に
関
す
る
第
三
回
質
問
主
意
書

中
央
省
庁
の
官
僚
が
深
夜
に
タ
ク
シ
ー
を
利
用
す
る
際
、
運
転
手
か
ら
ビ
ー
ル
等
の
飲
料
や
金
品
の
提
供
を
受
け
て
い
た
い

わ
ゆ
る
「
居
酒
屋
タ
ク
シ
ー
」
の
問
題
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
受
け
、
政
府
が
本
年
六
月
十
二
日
、
各
省
庁
に
、
職
員
が

公
費
出
張
で
飛
行
機
を
利
用
す
る
際
に
私
的
に
マ
イ
レ
ー
ジ
を
取
得
す
る
こ
と
（
以
下
、
「
マ
イ
レ
ー
ジ
取
得
」
と
い
う
。
）

を
自
粛
す
る
様
指
示
を
出
し
、
外
務
省
に
お
い
て
は
、
同
月
二
日
以
降
の
公
費
出
張
に
つ
い
て
「
マ
イ
レ
ー
ジ
取
得
」
を
し
な

い
様
、
省
内
の
電
子
メ
ー
ル
で
全
職
員
に
通
達
（
以
下
、
「
通
達
」
と
い
う
。
）
を
出
し
た
と
、
本
年
六
月
十
三
日
付
の
東
京

新
聞
夕
刊
が
報
じ
て
い
る
。
右
報
道
（
以
下
、
「
東
京
報
道
」
と
い
う
。
）
と
「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
六
九
第
九
三

号
）
を
踏
ま
え
、
再
度
質
問
す
る
。

一

「
東
京
報
道
」
に
あ
る
様
に
、
政
府
が
各
省
庁
に
公
費
出
張
に
よ
り
飛
行
機
を
利
用
す
る
際
に
「
マ
イ
レ
ー
ジ
取
得
」
を

自
粛
す
る
様
、
六
月
十
二
日
付
で
指
示
を
出
し
た
と
い
う
の
は
事
実
か
。

二

「
東
京
報
道
」
に
あ
る
様
に
、
外
務
省
が
六
月
二
日
以
降
の
公
費
出
張
に
お
け
る
「
マ
イ
レ
ー
ジ
取
得
」
を
し
な
い
様
、

省
内
の
電
子
メ
ー
ル
で
全
外
務
省
職
員
に
伝
え
た
と
い
う
の
は
事
実
か
。

三

「
前
回
答
弁
書
」
で
外
務
省
は
、
外
務
省
を
除
く
他
の
省
庁
に
お
け
る
「
マ
イ
レ
ー
ジ
取
得
」
に
つ
い
て
、
「
お
尋
ね
に

一



つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
年
二
月
五
日
内
閣
衆
質
一
六
九
第
三
一
号
）
五
に
つ
い
て
で
答
弁
し
た
と
お
り
で

あ
っ
て
、
各
府
省
庁
と
も
職
員
の
マ
イ
レ
ー
ジ
の
取
得
等
の
実
態
に
つ
い
て
ま
で
把
握
し
て
い
な
い
も
の
と
承
知
し
て
い

る
。
」
と
答
弁
し
て
い
る
が
、
外
務
省
を
除
く
他
の
省
庁
に
お
い
て
、
右
答
弁
に
あ
る
様
に
こ
れ
ま
で
職
員
の
「
マ
イ
レ
ー

ジ
取
得
」
に
つ
い
て
把
握
し
て
い
な
か
っ
た
の
か
。

四

「
前
回
答
弁
書
」
で
外
務
省
は
、
外
務
省
職
員
の
「
マ
イ
レ
ー
ジ
取
得
」
に
つ
い
て
「
出
張
で
航
空
機
を
利
用
す
る
際
に

職
員
が
取
得
す
る
マ
イ
レ
ー
ジ
を
外
務
省
と
し
て
管
理
又
は
利
用
し
て
い
る
こ
と
は
な
く
、
現
時
点
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な

必
要
が
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
年
二
月
五
日
内
閣
衆
質
一
六
九
第
三
一

号
）
六
及
び
七
に
つ
い
て
等
で
繰
り
返
し
答
弁
し
て
き
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
」
と
答
弁
し
て
い
る
が
、
今
回
外
務
省
が

「
通
達
」
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
管
理
す
る
必
要
は
な
い
と
し
て
き
た
「
マ
イ
レ
ー
ジ
取
得
」
の
自
粛
を
職
員
に
求
め
た
理
由

は
何
か
。

五

外
務
省
に
お
い
て
、
「
通
達
」
に
反
し
た
外
務
省
職
員
に
対
す
る
罰
則
は
設
け
ら
れ
て
い
る
か
。

六

「
通
達
」
に
見
ら
れ
る
今
回
の
外
務
省
の
方
針
は
、
こ
れ
ま
で
の
答
弁
書
に
見
ら
れ
る
「
マ
イ
レ
ー
ジ
取
得
」
に
対
す
る

外
務
省
の
従
来
の
認
識
を
覆
し
た
も
の
で
あ
る
と
理
解
し
て
よ
い
か
。

二



七

本
年
六
月
二
日
以
降
、
外
務
省
に
お
い
て
、
外
務
省
の
「
通
達
」
通
り
、
職
員
の
間
で
「
マ
イ
レ
ー
ジ
取
得
」
は
自
粛
さ

れ
て
い
る
か
。

八

本
年
六
月
二
日
以
降
、
外
務
省
に
お
い
て
、
外
務
省
の
「
通
達
」
を
無
視
し
て
「
マ
イ
レ
ー
ジ
取
得
」
を
し
た
外
務
省
職

員
は
い
る
か
。

九

八
で
、
い
る
の
な
ら
ば
、
そ
の
職
員
に
対
し
て
五
の
罰
則
は
適
用
さ
れ
て
い
る
か
。

右
質
問
す
る
。

三


